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社
会
保
険
非
適
用
限
度
内
就
業
と

社
会
保
険
財
政
の
問
題
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い
わ
ゆ
る
六
三

0
マ
ル
ク
ジ
ョ
ブ
に
関
す
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ド
イ
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社
会
法
典
の
改
正
と
そ
の
意
義
・
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*
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に
|
|
日
本
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現
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ド
イ
ツ
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新
制
度

超
低
賃
金
被
用
者
に
関
す
る
社
会
法
典
改
正
の

契
機

E N 

考
察

ド
イ
ツ
の
新
制
度
の
意
義

期
待
さ
れ
る
効
果

既
述
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
超
低
賃
金
労

働
の
拡
大
は
、
①
社
会
保
険
財
政
の
浸
食
、
②
一
定

の
労
働
市
場
に
お
け
る
標
準
的
労
働
関
係
の
駆
逐
、

③
超
低
賃
金
労
働
に
従
事
す
る
多
く
の
女
性
被
用
者

に
対
す
る
公
的
年
金
保
険
制
度
上
の
間
接
差
別
と
い

E 

超
低
賃
金
被
用
者
に
関
す
る
社
会
法
典
の

改

正

の

内

容

ハ

以

上

・

1

/前
号
)

考
察
|
|
ド
イ
ツ
の
新
制
度
の
意
義

わ
が
国
へ
の
示
唆
(
以
上
・

2
/今
号
)

VIV 
う
問
題
を
は
ら
む
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ

ら
の
問
題
に
対
応
し
て
、
社
会
保
険
の
財
源
を
補
強

す
る
(
①
の
関
係
)
、
超
低
賃
金
被
用
者
の
拡
大
を

抑
制
す
る
(
②
の
関
係
)
、
お
よ
び
超
低
賃
金
投
用

者
に
つ
い
て
公
的
年
金
保
険
の
加
入
を
容
易
に
す
る

(
③
の
関
係
)
と
い
う
方
向
で
法
改
正
が
行
わ
れ
た

の
で
あ
る
。

緒

桂

子

方

(
大
阪
市
立
大
学
大
学
院
博
士
課
程
)

)
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社
会
保
険
財
政
の
補
強

超
低
賃
金
被
用
者
を
雇
用
す
る
使
用
者
が
、
公
的

医
療
保
険
に
つ
い
て
そ
の
被
用
者
の
月
額
賃
金
の
一

O
%
、
公
的
年
金
保
険
に
つ
い
て
月
額
賃
金
の
一
二

%
を
、
そ
れ
ぞ
れ
保
険
料
と
し
て
支
払
う
よ
う
規
定

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
各
社
会
保
険
の
財
涼
は
潤
う

こ
と
に
な
る
。
試
算
に
よ
れ
ば
、
一
九
九
九
年
に
つ

い
て
は
、
公
的
医
療
保
険
で
一
五
億
マ
ル
ク
(
約
九

O
O
億
円
)
、
公
的
年
金
保
険
で
一
九
億
マ
ル
ク

(
約
一
一
四
O
億
円
)
の
増
加
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
二
O
O
O
年
以
降
、
期
待
さ
れ
る
保
険
料
収

入
の
増
加
は
、
表
2
に
掲
げ
る
と
お
り
で
あ
る
。
し

か
し
、
超
低
賃
金
投
用
者
が
公
的
年
金
保
険
に
加
入

し
や
す
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
将
来
的
に
そ
れ
ら
の

被
用
者
が
公
的
年
金
か
ら
給
付
を
受
け
る
場
合
、
再
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見込まれる各社会保険料収入の増加

度年定算

表 2

2∞2年2∞l年20∞年

保険料収入の増加(見込み・ドイツマルク〉

22，5億

28.5億

1999年

22.5億

28.5億

22.5億

28.5億

15億

19億

公的医療保険

公的年金保険

び
、
公
的
年
金
保
険
財
政
上
の
問
題
が
生
じ
る
と
予

想
さ
れ
る
。

他
方
、
超
低
賃
金
被
用
者
を
雇
用
す
る
使
用
者

は
、
そ
の
被
用
者
の
公
的
年
金
保
険
に
つ
い
て
、
月

額
賃
金
の
一
一
一
%
の
保
険
料
を
支
払
う
こ
と
に
よ

り
、
所
得
税
の
納
付
が
免
除
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ

り
、
所
得
税
の
収
入
は
減
る
こ
と
に
な
る
。
試
算
に

よ
れ
ば
、
一
九
九
九
年
に
つ
い
て
は
、
総
額
二
一
億

一
O
O
O万
マ
ル
ク
(
約
一
二
六
六
億
円
)
の
減
収

で
、
こ
の
う
ち
、
連
邦
は
九
億
六

O
O
O万
マ
ル
ク

(
約
五
七
六
億
円
)
、
州
は
八
億
五

O
O
O万
マ
ル
ク

(
約
五
一

O
億
円
)
、
市
町
村
は
三
億
マ
ル
ク
(
一
八

O
億
円
)
の
減
収
と
な
る
。

(2) 

超
低
賃
金
被
用
者
の
拡
大
の
抑
制

今
回
の
法
改
正
が
、
超
低
賃
金
被
用
者
の
拡
大
を

抑
制
し
う
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
疑
問
視
す
る

見
解
が
多
い
。
す
な
わ
ち
、
社
会
法
典
の
改
正
に
よ

り
、
使
用
者
は
超
低
賃
金
労
働
に
従
事
す
る
者
に
つ

い
て
、
一
定
の
社
会
保
険
料
の
納
付
を
義
務
づ
け
ら

れ
た
の
で
あ
る
が
、
他
方
、
所
得
税
法
の
改
正
に
よ

り
、
従
来
納
め
て
い
た
所
得
税
の
納
付
が
免
除
さ
れ

た
。
超
低
賃
金
労
働
を
唯
一
の
仕
事
と
し
て
い
る
被

用
者
に
か
ぎ
っ
て
い
え
ば
、
今
回
の
法
改
正
に
よ
り

労
使
双
方
と
も
、
基
本
的
に
従
来
よ
り
多
く
の
全
銭

的
負
担
を
負
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ

ら
の
者
に
と
っ
て
超
低
賃
金
労
問
は
な
お
注
力
を
持

ち
続
け
る
。

他
方
、
新
社
会
法
典
第
四
一
絹
八
条
二
項
は
、
「
合

算
」
に
関
す
る
規
定
を
一
部
改
正
し
、
複
数
の
超
低

賃
金
労
働
に
従
事
し
て
い
る
場
合
の
ほ
か
、
本
菜
、

す
な
わ
ち
非
超
低
賃
金
労
働
か
ら
の
収
入
も
合
立
す

る
と
規
定
し
た
。
公
的
医
療
保
険
お
よ
び
公
的
年
金

保
険
へ
の
加
入
義
務
の
あ
る
労
働
に
従
事
し
な
が

ら
、
副
業
と
し
て
超
低
賃
金
労
働
に
従
事
す
る
被
用

者
お
よ
び
こ
れ
ら
の
者
を
雇
用
す
る
使
用
者
は
、
今

回
の
法
改
正
に
よ
り
、
従
来
よ
り
も
多
く
の
支
出
を

義
務
づ
け
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
超
低
賃
金
被
用

者
を
雇
用
す
る
使
用
者
が
、
社
会
保
険
料
の
支
出
増

を
回
避
す
る
方
向
に
動
く
場
合
に
は
、
超
低
賃
金
労

働
の
拡
大
は
あ
る
程
度
抑
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ

〉
円
ノ
。

と
は
い
え
、
民
間
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
技

用
者
や
官
公
吏
な
ど
が
、
副
業
と
し
て
超
低
賃
金
労

働
に
従
事
す
る
場
合
、
使
用
者
は
一

O
Mの
公
的
医

療
保
険
の
保
険
料
を
納
め
な
く
て
よ
い
と
い
う
問
題

が
残
る
。
使
用
者
の
保
険
料
納
付
義
務
は
、
超
低
賃

金
労
働
に
従
事
す
る
設
用
者
が
、
公
的
医
療
保
険
の

被
保
険
者
で
あ
る
場
合
に
か
ぎ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る

(
訴
社
会
法
兵
二
四
九
条
b
)
。
使
用
者
の
側
か
ら
す

れ
ば
、
こ
れ
ら
の
者
を
豆
用
ず
る
方
が
人
件
費
の
面

で
一
得
ー
一
と
ハ
二
フ
こ
'
三
円
な
り
、
こ
れ
は
労
働
市
場

(
臼
)

に
万
一
人
を
も
た
ら
ず
と
も
註
判
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
一
方
、
公
的
年
金
保
院
に
関
し
て
は
、
公
的

年
金
保
民
二
・
刀
入
ず
る
こ
と
が
若
務
づ
け
ら
れ
て
い

る
沼
市
の
詑
用
者
や
、
白
設
の
超
低
賃
金
労
働
に
従

事
し
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
収
入
が
月
額
六
三

0
マ
ル

ク
を
越
え
る
、
あ
る
い
は
週
一
五
時
間
以
上
の
労
働
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時
間
で
就
労
す
る
被
用
者
以
外
の
被
用
者
に
つ
い
て

は
、
使
用
者
は
月
額
賃
金
の
一
二
%
の
年
金
保
険
料

を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
本
稿
1
・
図
3
参

照
〉
。
公
的
年
金
保
険
の
保
険
料
負
担
の
面
か
ら
は
、

特
定
の
領
域
の
者
が
超
低
賃
金
労
働
に
従
事
す
る
乙

と
が
容
易
に
な
る
と
い
う
事
態
は
避
け
ら
れ
る
。

(3) 

超
低
賃
金
被
用
者
へ
の

公
的
年
金
保
険
の
拡
大

超
低
賃
金
被
用
者
は
、
二
つ
の
点
で
、
公
的
年
金

保
険
に
お
い
て
特
典
を
受
け
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一

に
、
使
用
者
が
超
低
賃
金
被
用
者
に
つ
い
て
一
一
一
%

の
公
的
年
金
保
険
料
を
支
払
う
場
合
、
そ
の
保
険
料

納
付
は
、
公
的
年
金
額
算
定
の
基
礎
と
な
る
個
人
報

酬
点
数
と
し
て
計
算
さ
れ
(
新
社
会
法
典
第
六
編
七

六
条
b
一
項
、
同
法
典
六
六
条
一
項
六
号
て
ま
た
、

そ
の
納
付
期
間
は
、
保
険
加
入
期
間
と
し
て
算
定
さ

れ
る
(
新
社
会
法
典
第
六
編
五
二
条
二
項
)
。
第
二

に
、
超
低
賃
金
被
用
者
は
、
公
的
年
金
保
険
へ
の
加

入
義
務
免
除
を
放
棄
し
て
公
的
年
金
保
険
に
加
入
す

る
こ
と
が
で
き
(
新
社
会
法
典
第
六
編
五
条
二
項
2

文
)
、
そ
の
際
の
保
険
料
率
は
、
通
常
の
労
働
者
の

場
合
の
九
・
七
五
%
(
一
九
・
五
%
を
使
用
者
と
折

半
)
よ
り
も
低
い
七
・
五
%
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
特
典
は
、
家
庭
の
事
情
等
で
、
い
っ
た

ん
職
業
生
活
を
中
断
し
、
そ
の
問
、
超
低
賃
金
労
働

に
従
事
す
る
者
に
と
っ
て
有
利
に
働
く
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
、
公
的
年
金
保
険
へ
の
加
入

が
免
除
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
障
害
を
負
っ
た
際

の
保
障
や
老
齢
年
金
保
険
の
枠
外
に
置
か
れ
て
い
た

超
低
賃
金
被
用
者
、
と
り
わ
け
女
性
の
超
低
賃
金
被

用
者
の
保
護
に
資
す
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
他
方
、
そ
の
職
業
生
活
全
体
に
お
い
て
超

低
賃
金
労
働
の
み
に
従
事
す
る
者
が
公
的
年
金
保
険

か
ら
の
給
付
を
受
け
取
る
場
合
、
通
常
の
被
用
者
の

場
合
と
同
様
に
、
一
定
の
条
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば

な
ら
ず
(
社
会
法
典
第
六
編
一
一
条
一
項
お
よ
び
二

項
て
さ
ら
に
こ
の
前
提
条
件
を
満
た
し
た
と
し
て

も
、
そ
の
保
険
給
付
額
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
た
と

え
ば
、
月
額
六
三

0
マ
ル
ク
の
収
入
を
得
て
い
た
場

合
、
受
け
取
る
公
的
老
齢
年
金
の
額
は
月
額
六
・
七

九
マ
ル
ク
前
後
(
約
四
O
O
円
強
〉
と
試
算
さ
れ
て

い
る
。公

的
年
金
保
障
の
枠
を
拡
大
す
る
と
い
う
観
点
に

立
て
ば
、
今
回
の
法
改
正
は
積
極
的
に
評
価
で
き
る

か
も
知
れ
な
い
が
、
職
業
生
活
全
体
を
通
し
て
超
低

賃
金
労
働
の
み
に
従
事
す
る
被
用
者
は
、
「
老
後
の

貧
困
」
を
回
避
す
る
と
い
う
公
的
年
金
の
本
来
の
目

的
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
位
置
に
置
か
れ
る
。
こ
の
点
か

ら
、
実
際
に
公
的
年
金
保
険
へ
の
加
入
義
務
免
除
の

の放
見棄
解を
も行
あ(う
るE3者
。ヵ:

L 、
る
か
ど
う
カミ
は，
疑
わ
し
L 、

と

違
憲
性
の
問
題

|
|
ド
イ
ツ
基
本
法
三
条
一
項
の

平
等
原
則
に
照
ら
し
て

と
こ
ろ
で
、
今
回
の
法
改
正
で
導
入
さ
れ
た
新
制

度
に
対
し
て
、
主
と
し
て
次
の
四
点
か
ら
ド
イ
ツ
基

本
法
の
定
め
る
平
等
原
則
(
第
三
条
一
項
〉
に
照
ら

し
て
違
憲
の
疑
い
が
あ
る
と
の
批
判
が
あ
る
。

第
一
に
、
超
低
賃
金
被
用
者
を
雇
用
す
る
使
用
者

の
み
が
、
被
用
者
の
公
的
医
療
保
険
お
よ
び
公
的
年

金
保
険
料
を
負
担
し
、
か
っ
そ
の
保
険
料
は
、
被
用

者
に
各
社
会
保
険
給
付
の
直
接
の
請
求
権
を
付
与
す

る
も
の
で
は
な
い
ム
四
、
第
二
に
、
民
間
医
療
保
険

の
被
保
険
者
を
超
低
賃
金
投
用
者
と
し
て
雇
用
す
る

使
用
者
は
、
公
的
医
療
保
険
に
つ
い
て
一
O
%
の
保

険
料
を
支
払
う
義
務
の
な
い
ら
問
、
第
三
に
、
公
的

年
金
保
険
に
つ
い
て
、
超
低
賃
金
投
用
者
が
公
的
年

金
保
険
へ
の
加
入
義
務
免
除
を
放
棄
し
た
場
合
、
通

常
の
被
用
者
に
比
し
て
、
低
率
の
保
険
料
負
担
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
同
等
の
給
付
請
求
権
を
獲
得
で
き
る

し
四
、
第
四
に
、
超
低
賃
金
投
用
者
に
対
す
る
所
得

税
免
税
措
置
お
よ
び
そ
の
際
に
生
計
を
同
じ
く
す
る
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配
偶
者
の
収
入
が
考
慮
さ
れ
な
い
こ
と
の
妥
当
性
に

つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
不
利
益
あ
る
い
は
特
典

は
、
そ
れ
を
受
け
る
者
と
そ
う
で
な
い
者
、
享
受
し

う
る
者
と
し
え
な
い
者
と
の
聞
の
不
平
等
取
扱
い
に

あ
た
り
、
し
た
が
っ
て
平
等
原
則
を
定
め
る
基
本
法

三
条
一
項
に
抵
触
す
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
問
が
提

出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
法
律
上
の
異
な
る
取
扱

い
は
、
そ
れ
が
合
理
的
な
理
由
を
有
す
る
か
ぎ
り
正

当
と
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
疑
問
に
つ
い
て
は
、

改
正
法
の
提
案
理
由
の
中
で
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ

れ
、
改
正
法
の
正
当
性
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
第
一
の
疑
問
の
う
ち
、
超
低
賃
金
労
働
に

対
し
て
公
的
医
療
保
険
と
公
的
年
金
保
険
の
保
険
料

を
課
す
の
は
、
労
働
市
場
政
策
上
の
観
点
と
、
競
争

に
対
し
て
法
は
中
立
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の

観
点
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
保
険
料
免
除
の
規
定
を
排

除
す
る
こ
と
が
早
急
に
必
要
で
あ
る
た
め
、
と
説
明

さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
保
険
料
免
除
の
規
定

は
、
使
用
者
に
と
っ
て
、
各
社
会
保
険
料
を
負
担
し

な
く
て
よ
い
者
に
対
し
で
の
み
超
低
賃
金
労
働
を
提

供
す
る
と
い
う
誘
因
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と

い
う
。
従
来
の
社
会
保
険
制
度
は
、
労
働
市
場
に
お

け
る
競
争
に
対
し
て
中
立
的
で
な
く
、
そ
の
公
正
性

を
匝
害
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ

る。

ま
た
、
公
的
医
療
保
険
の
保
険
料
納
付
が
、
当
該

超
低
賃
金
被
用
者
に
追
加
的
な
給
付
請
求
権
を
付
与

す
る
も
の
で
な
い
の
は
、
現
物
給
付
を
原
則
と
す
る

公
的
医
療
保
険
の
制
度
に
合
致
し
な
い
た
め
で
あ
る

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
公
的
年
金
保
険
に
つ

い
て
は
、
公
的
医
療
保
険
の
場
合
と
異
な
り
、
使
用

者
が
月
額
賃
金
の
一
二
%
を
保
険
料
と
し
て
納
付
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
で
に
被
保
険
義
務
が
潜
在
的

に
生
じ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
潜
在
的
被
保
険
義
務

は
、
超
低
賃
金
被
用
者
が
公
的
年
金
加
入
義
務
免
除

を
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
り
顕
在
化
す
る
と
説
明
さ
れ

て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
公
的
医
療
保
険
と
公
的
年
金
保
険
に

お
け
る
取
扱
い
の
相
呉
は
、
公
的
年
金
保
険
で
は
長

年
に
わ
た
る
保
険
料
の
納
付
後
初
め
て
給
付
が
も
た

ら
さ
れ
る
の
に
対
し
、
公
的
医
療
保
険
の
場
合
に

は
、
加
入
し
た
そ
の
日
か
ら
完
全
な
現
物
給
付
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
制
度
上
の
違
い
に
起
因

す
る
。次

に
、
超
低
賃
金
被
用
者
が
民
間
医
療
保
険
の
被

保
険
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
使
用
者
は
、
公
的

医
療
保
険
料
一
O
%
を
納
め
な
く
て
よ
い
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
該
当
す
る
人
的
拓
団
が
相

対
的
に
小
さ
く
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
者
は
民
間
医
療

保
険
に
よ
っ
て
医
療
保
険
給
付
を
受
け
て
お
り
、
公

的
医
療
保
険
の
領
域
に
入
り
込
む
こ
と
が
な
い
の
で

除
外
し
た
、
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

第
三
の
、
公
的
年
金
保
険
に
加
入
し
た
超
低
賃
金

被
用
者
が
、
低
率
の
保
険
料
で
通
常
の
労
働
者
と
同

等
の
給
付
請
求
権
を
取
得
す
る
こ
と
に
閲
す
る
疑
問

に
つ
い
て
は
、
該
当
す
る
説
明
は
な
い
。
し
か
し
、

公
的
年
金
保
険
へ
の
加
入
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
な

が
ら
、
保
険
料
を
使
用
者
の
み
、
あ
る
い
は
特
定
の

(
問
)

者
の
み
が
負
担
し
、
被
用
者
が
保
険
料
の
負
担
な
く

公
的
年
金
保
険
か
ら
の
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
場
合
が
あ
り
、
こ
れ
と
の
対
比
で
超
低
丘
金
被
用

者
の
公
的
年
金
保
険
の
給
付
請
求
権
を
椋
成
す
る
こ

と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

所
得
税
免
税
措
置
に
関
す
る
第
四
の
疑
問
に
つ
い

て
、
改
正
法
の
提
案
理
由
は
、
た
と
え
ば
家
庭
の
事

情
等
で
フ
ル
タ
イ
ム
や
そ
の
半
分
の
労
倒
時
間
で
の

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
的
が
不
可
能
な
投
用
者
、
と
り
わ

け
多
く
の
女
性
投
用
者
に
対
し
て
、
超
低
賃
金
労
働

を
「
刊
誌
武
生
活
へ
の
足
が
か
り
」
と
し
て
魅
力
あ
る

も
の
に
と
ど
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
社
会
政
策
的

な
百
点
か
ら
正
当
化
で
き
る
と
説
明
す
る
。
し
か
し

旧
所
得
税
法
で
は
、
超
低
賃
金
被
用
者
に
つ
い
て
、

技
用
者
の
方
か
ら
納
税
カ
l
ド
が
提
出
さ
れ
な
い
か

ぎ
り
、
使
用
者
が
そ
の
所
得
税
二
O
%
を
包
括
し
て

支
払
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
労
働
契

- 47-



賃金と社会保障 No.1276(2000年6月下旬号〉

，rtll'111':W1JI'II"'jJ・'1I"II"I"[II'I!I'[I"II"[II'III"II'II"II"lll"11"1"11"'11'叩目"1γ'1叩'1"'11'目l刊甲lドI門刊叩'1'γ'1ド!ド守1γ'1'円'吋'1"汁1γ'1叩'1"川"1中1"1叩l'吋1噌"1"'1叩γ'1叩'1"'1"'1"'1"門.可叩γi甲'11'ド"1"

約
に
お
い
て
、
右
所
得
税
を
賃
金
か
ら
天
引
き
す
る

こ
と
も
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
実
質
的
に
は
超
低
賃
金

被
用
者
が
二

O
M
の
所
得
税
を
支
払
っ
て
い
た
と
い

う
見
方
も
で
き
る
。
と
は
い
え
、
所
得
税
免
除
の
新

規
定
に
よ
っ
て
第
一
に
利
益
を
受
け
る
の
は
使
用
者

で
あ
る
。
改
正
法
の
提
案
理
由
が
示
す
、
所
得
税
免

税
の
措
置
は
女
性
被
用
者
に
と
っ
て
超
低
賃
金
労
働

を
魅
力
あ
る
も
の
に
す
る
た
め
と
い
う
理
由
づ
け
は

や
や
理
解
し
に
く
い
。

し
か
し
、
翻
っ
て
、
な
ぜ
使
用
者
の
各
社
会
保
険

料
負
担
の
合
計
が
二
二
%
(
公
的
医
療
保
険
に
つ
い

わ
が
国
へ

の
示
唆

V 

わ
が
国
の
社
会
保
険
非
適
用

限
度
内
就
労
者
の
社
会
保
険

の
扱
い
を
ど
う
す
る
か
は
難
題

ド
イ
ツ
で
意
識
さ
れ
た
社
会
保
険
非
適
用
限
度
内

就
業
の
問
題
は
、
全
く
同
一
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き

な
い
も
の
の
、
わ
が
国
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
就
労
者
の

社
会
保
険
非
適
用
に
関
わ
っ
て
生
ず
る
問
題
に
相
通

じ
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。
わ
が
国
で
は
、
通
常

て一

O
M、
公
的
年
金
保
険
に
つ
い
て
一
二
%
)
な

の
か
に
つ
い
て
考
え
ム
辺
、
こ
の
保
険
料
率
は
、
旧

所
得
税
法
上
、
使
用
者
が
包
括
し
て
納
め
る
場
合
の

所
得
税
二
二
・
五
%
(
連
帯
金
お
よ
び
教
会
税
を
含

む
)
を
考
慮
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
る

と
、
所
得
税
免
税
の
措
置
は
、
今
回
の
法
改
正
に
よ
り

公
的
医
療
保
険
お
よ
び
公
的
年
金
保
険
に
つ
い
て
負

担
を
負
う
こ
と
に
な
っ
た
使
用
者
が
、
「
社
会
政
策

的
に
意
味
の
あ
初
」
超
低
賃
金
労
働
の
使
用
を
完
全

に
や
め
て
し
ま
う
方
向
に
向
か
わ
な
い
よ
う
に
と
の

〈
ね
)

配
慮
か
ら
採
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
で
き
る
。

の
被
用
者
の
四
分
の
三
未
満
の
労
働
時
間
で
就
労
す

る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
就
労
者
あ
る
い
は
そ
の
年
収
が
被

扶
養
者
と
認
め
ら
れ
る
目
安
の
一
コ
一

O
万
円
を
越
え

な
い
パ
ー
ト
タ
イ
ム
就
労
者
は
、
健
康
保
険
お
よ
び

厚
生
年
金
保
険
の
非
適
用
限
度
内
に
あ
る
。
今
後
、

こ
の
部
分
の
労
働
市
場
が
拡
大
し
て
い
け
ば
、
各
社

会
保
険
の
財
政
を
圧
迫
し
て
い
く
こ
と
が
考
え
ら
れ

る。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
へ

の
社
会
保
険
適
用
に
つ
い
て
わ
が
国
で
も
議
論
が
開

始
さ
れ
つ
つ
あ
る
ひ
た
と
え
ば
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働

者
の
四
分
の
三
未
満
の
労
働
時
間
と
い
う
限
度
を
二

分
の
一
未
満
に
ま
で
引
き
下
げ
る
と
か
、
被
扶
養
者

と
認
め
ら
れ
る
限
度
額
の
年
収
一
=
一

O
万
円
未
満
を

九

O
万
円
未
満
ま
で
引
き
下
げ
る
と
い
っ
た
こ
と
も

(

引

け

)

議
論
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
問
題
の
解
決
は
そ
れ

ほ
ど
容
易
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
現
状
で
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
で
就
労

す
る
主
婦
等
の
多
く
は
、
所
得
税
の
非
課
税
限
度
額

(
現
在
一

O
三
万
円
)
内
で
の
み
働
く
こ
と
を
希
望

し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
年
収
が
こ
の
限
度
額
を
越

(
お
)

え
な
い
よ
う
に
就
業
調
整
を
行
っ
て
い
る
。
も
し
、

社
会
保
険
の
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
た
め
、
被
扶
芸

者
と
し
て
認
め
ら
れ
る
年
収
限
度
額
を
九

O
万
円
に

引
き
下
げ
る
と
す
れ
ば
、
被
扶
養
老
と
し
て
の
資
格

を
失
わ
な
い
た
め
に
年
収
九

O
万
円
以
下
で
就
労
す

る
こ
と
を
希
望
す
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
就
労
者
が
増
加

す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
勤
き
は
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
就
労
者
の
低
賃
金
の
問
題
に
ま
す
ま

す
拍
車
を
か
け
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

ま
た
、
年
金
制
度
に
か
ぎ
っ
て
い
え
ば
、
制
度
の

構
造
上
、
次
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ

が
国
の
年
金
制
度
は
、
基
礎
年
金
と
し
て
の
国
民
年

金
(
一
階
部
分
〉
と
厚
生
年
金
保
険
(
二
陪
部
分
〉

の
二
階
建
て
に
な
っ
て
い
る
。
社
会
保
険
の
非
適
用
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限
度
内
に
あ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
就
労
者
は
、
現
在
、

国
民
年
金
保
険
の
第
一
号
な
い
し
第
三
号
被
保
険
者

と
し
て
国
民
年
金
の
受
給
資
格
を
有
し
て
い
る
。
仮

に
、
社
会
保
険
の
適
用
範
囲
が
拡
大
さ
れ
、
現
在
社

会
保
険
の
非
適
用
限
度
内
に
あ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
就

労
者
も
厚
生
年
金
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
に
な
る
と

す
れ
ば
、
国
民
年
金
保
険
料
を
支
払
っ
て
い
な
い
第

三
号
被
保
険
者
が
、
国
民
年
金
保
険
の
第
二
号
被
保

険
者
と
な
り
、
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
と
し
て

年
金
保
険
料
を
支
払
う
こ
と
に
な
る
の
は
と
も
か
く

と
し
て
、
第
一
号
被
保
険
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
現

在
納
め
て
い
る
保
険
料
よ
り
も
低
額
の
保
険
料
で
、

厚
生
年
金
保
険
を
受
給
す
る
資
格
を
得
る
可
能
性
が

生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

た
と
え
ば
、
月
額
七
万
五

O
O
O円
の
収
入
を
得

て
い
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
就
労
者
が
、
厚
生
年
金
に
加

入
し
た
場
合
、
そ
の
月
額
保
険
料
は
、
保
険
料
率
一

七
・
三
五
%
(
一
九
九
九
年
)
を
乗
じ
た
一
万
三

O

O
O円
強
で
あ
る
(
労
使
折
半
の
た
め
、
被
用
者
の

負
担
は
六
五

O
O円
程
度
〉
。
他
方
、
第
一
号
被
保

険
者
の
国
民
年
金
保
険
料
は
、
月
額
一
万
三
三

0
0

円
で
あ
る
〈
一
九
九
九
年
〉
。
老
齢
基
礎
年
金
の
み
受

給
す
る
第
一
号
被
保
険
者
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
保
険

料
と
同
程
度
、
な
い
し
は
よ
り
低
額
の
保
険
料
で
、

い
わ
ゆ
る
二
階
部
分
の
厚
生
年
金
を
受
給
で
き
る
可

能
性
が
聞
か
れ
る
と
す
れ
ば
、
不
合
理
は
否
め
な

い
。
さ
ら
に
、
労
働
時
間
の
長
さ
に
の
み
重
点
を
お

い
て
社
会
保
険
の
適
用
範
囲
を
拡
大
す
れ
ば
、
こ
の

よ
う
な
不
合
理
は
よ
り
拡
が
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

ド
イ
ツ
の
選
択

社
会
保
険
非
適
用
限
度
内
の
就
業
に
つ
い
て
、
社

会
保
険
財
政
の
面
か
ら
問
題
点
を
指
摘
し
て
も
、
そ

の
解
決
は
困
難
を
伴
う
。
そ
の
よ
う
な
な
か
で
、
ド

イ
ツ
が
社
会
保
険
非
適
用
限
度
内
に
あ
る
超
低
賃
金

被
用
者
を
雇
用
す
る
使
用
者
に
対
L
、
社
会
保
険
料

の
納
付
を
義
務
づ
け
る
制
度
を
採
用
し
た
こ
と
は
注

目
に
値
し
よ
う
。
こ
の
使
用
者
に
よ
る
保
険
料
の
納

付
は
、
被
用
者
に
直
接
的
に
保
険
給
付
請
求
権
を
与

え
る
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
は
、
超
低

賃
金
被
用
者
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
険
の
適
用
範
囲

の
問
題
と
切
り
離
し
て
、
保
険
料
納
付
義
務
と
い
う

も
の
を
導
入
し
た
わ
け
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
の
今
回
の
法
改
正
に
つ
い
て
は
超
低
賃
金

の
労
働
市
場
を
過
度
に
抑
圧
す
る
も
の
で
あ
る
、
と

批
判
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
社
会
法
只

の
改
正
に
伴
っ
て
行
わ
れ
た
所
得
税
法
の
改
正
に
よ

り
、
超
低
賃
金
労
働
の
み
に
従
事
す
る
技
用
者
お
よ

び
そ
れ
を
雇
用
す
る
使
用
者
の
負
担
に
は
、
従
来
と

比
べ
て
大
き
な
変
化
は
な
い
。
副
業
と
し
て
超
低
賃

金
労
働
に
従
事
す
る
被
用
者
に
関
し
て
の
み
、
社
会

保
険
料
お
よ
び
所
得
税
の
負
担
が
大
き
く
な
る
と
い

う
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
で
も
、
全
体
と
し
て
み
れ

ば
、
超
低
賃
金
労
働
市
場
は
縮
小
さ
れ
て
い
く
可
能

性
は
あ
る
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
が
こ
の
よ
う
な
政
策

を
と
っ
た
背
景
に
は
、
標
準
的
労
働
関
係
の
維
持
と

い
う
姿
勢
が
あ
り
、
超
低
賃
金
労
働
市
場
の
縮
小
は

む
し
ろ
望
ま
れ
た
帰
結
で
あ
る
。

社
会
保
険
制
度
を
設
計
し
て
い
く
際
、
ど
の
よ
う

な
雇
用
関
係
を
基
礎
に
お
く
か
と
い
う
こ
と
は
、
常

に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
雇
用
形
態
の
柔
軟
化
、
多
様
化
の
拡
大
が
時
代

の
趨
勢
と
な
り
つ
つ
あ
る
な
か
で
、
標
準
的
労
働
関

係
の
維
持
を
強
調
し
た
今
回
の
ド
イ
ツ
の
新
社
会
保

険
制
度
が
ど
の
よ
う
に
機
能
す
る
か
。
そ
の
評
価
は

し
ば
ら
く
経
過
を
見
て
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。
今
後
が
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
c
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(

訂

)

】

山

ωt
ロコ戸口一
h
E
n
r
c
Z
¥日
出
0

・∞
-
N
0

・N
H
・
な

ぉ
、
各
医
授
は
日
日
目
悶
の
問
で
、
山
江
保
段
者
の
保
険

料
や
女
将
一
巳
安
保
氏
笠
間
目
白
者
の
致
、
年
前
や
性
別

を
考
立
し
て
、
均
等
乙
財
沼
の
司
整
が
行
わ
れ
る

〈
社
会
保
日
法
兵
第
五
訂
二
六
六
条
)
。
こ
れ
を
リ
ス

ク
品
付
近
日
わ
さ
と
い
う
。

(
臼
)
た
と
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
ハ
C
D
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U
)
/
キ
リ
ス
ト
教
社
会
同
盟

(
C
S
U
)
は
、
今

回
の
法
改
正
は
、
超
低
賃
金
労
働
が
標
準
的
労
働
関

係
の
分
割
を
さ
ら
に
進
め
て
い
く
こ
と
を
妨
げ
る
も

の
で
は
な
い
と
し
、
超
低
賃
金
労
働
の
濫
用
は
抑
制

さ
れ
な
い
と
述
べ
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
労
働
組
合
連

盟

(
D
G
B
)
は
、
標
準
的
労
働
関
係
の
空
洞
化
を

妨
げ
る
た
め
に
さ
ら
な
る
改
善
を
求
め
る
発
言
を
し

て
い
る
(
出
巳
ロ
Nω
口
「
自
由
民
・
回
-
回
・

0
・・

ω
・
2
・)

(
印
〉
も
っ
と
も
、
次
の
よ
う
な
批
判
も
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
使
用
者
団
体
に
よ
る
と
、
従
来
、
超
低
賃
金
被

用
者
の
三
分
の
一
の
者
に
つ
い
て
は
、
包
括
的
な
二

ovbの
所
得
税
で
は
な
く
、
個
別
の
納
税
カ
l
ド
に

基
づ
い
た
額
の
所
得
税
が
納
め
ら
れ
て
い
た
。
し
た

が
っ
て
、
公
的
医
療
保
険
お
よ
び
公
的
年
金
保
険
に

つ
い
て
、
使
用
者
に
合
計
二
二
%
の
保
険
料
納
付
を

義
務
づ
け
る
今
回
の
制
度
は
、
使
用
者
に
と
っ
て
明

ら
か
に
負
担
の
増
加
に
な
る
と
い
う
(
出
2
ロ
N
ω
n
r・

5
ごN
U

白・同
-
0
・・

ω・
2
・1

(
印
)
巧
山
口
町
円
五
回
omnrnp
白・国・

0
・・

ω
-
g
t・u

。。
HFnHM・
B
-
P
O
-
-
ω
・
「
こ
の
点
に
関
し
て
は

次
の
よ
う
な
事
案
が
あ
る
。
今
回
の
社
会
法
典
改
正

前
に
二
三
五
O
名
(
そ
の
う
ち
一
九
O
O
名
が
超
低

賃
金
被
用
者
に
該
当
、
ま
た
そ
の
う
ち
の
七
O
%
は

副
業
と
し
て
超
低
賃
金
労
働
に
従
事
)
が
就
業
し
て

い
た
あ
る
ピ
ル
清
掃
会
社
で
、
超
低
賃
金
被
用
者
の

う
ち
、
改
正
法
が
発
効
す
る
一
九
九
九
年
三
月
三
一

日
ま
で
に
二
五
三
名
、
同
年
五
月
中
旬
ま
で
に
六
七

九
名
の
被
用
者
が
雇
用
関
係
を
解
約
、
同
社
は
経
営

危
機
に
陥
っ
た
。
同
社
は
、
副
業
と
し
て
超
低
賃
金
で

就
労
す
る
者
の
多
く
は
手
取
り
賃
金
か
ら
の
損
失
が

な
い
限
り
就
業
す
る
準
備
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

同
社
が
経
営
危
機
に
陥
っ
た
の
は
、
改
正
法
に
経
過

措
置
が
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
と
し
て
、
改
正
法
の

一
時
的
な
停
止
を
求
め
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
提
訴
し

た
。
し
か
し
、
会
社
の
負
担
は
顧
客
と
の
契
約
の
調

整
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
経
過
措
置

の
欠
如
は
同
法
の
一
時
停
止
を
正
当
化
す
る
も
の
で

は
な
い
と
、
訴
え
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
ハ
回
〈
R
『の

タ
自
・
叶
・

5
3・
2
N
ω
E
S
W
ω
・
2
Nロャ。

(
日
〉
巧
吉
宮
内
仏
国
D
S
r
m
p
目・目・

0
・・

ω
・
ω由由同・

も
っ
と
も
、
こ
の
条
件
に
当
て
は
ま
る
超
低
賃
金
被

用
者
の
数
は
、
全
体
か
ら
み
て
ご
く
わ
ず
か
な
も

の
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る

(
Z
H
-
H
円】何回

krロ品目
HHH口岡田白ロ
H
E岡
田
口
H
L
2
7
問，

H白戸内己
Oロ
mロ
《
HO『

ωHMロ
ロ
ロ
仏
国
口
口
仏
ロ
山
田
由
(
)
¥
の
門
口
口
問
ロ
〈
-Mω-M-

H

甲山由・)。

(
臼
)
切
吋
1

口同ロロ「回目円
r
o
H品¥
N
∞
Q
w
ω
-
H
O
-
-
∞-一

回目山口
Nω
ロ
r
B
E
-
国-ロ・

0
・・

ω-uω"ω
・由印・

(臼
)
H
E
S
の
-
c
n
r
ロ
ロ
弘
司
円
ロ
ロ
NIFロ
仏
耳
石
U
白
ロ
「
0
・

P
P・
O
・-ω
・品
()AH・u

出
口
町

ω
n
r
s
-
F
ロ
-
p
o
-
-

ω・
DAH-

(
臼
〉
』
E
g
o
-
o
n
r
c口
弘
司
ER--Hh己
仏
耳
石
口
白
口
「
0
・

白
-
白
・
。
・
・

ω・品(〕品・

(
臼
)
こ
の
こ
と
を
問
題
に
し
た
の
は
全
ド
イ
ツ
職
員

労
働
組
合
〈
D
A
G
)
、
戦
争
お
よ
び
兵
役
犠
牲
者
、

障
害
者
な
ら
び
に
社
会
保
険
定
期
金
受
給
者
の
た
め

の
団
体
(
〈
仏
関
)
で
あ
る
(
巴
丘
日

ω各
自

-F
ロ・

曲
・
。
Jω
・2
・)。

(
侃
)
者
向
ロ
仏
門
戸
内
仏
国
o
s
r
o
p
ロ・ロ・

0
・・

ω
・
8
吋・

(
町
)
超
低
賃
金
被
用
者
と
通
常
の
被
用
者
と
の
平
等

取
扱
い
と
い
う
観
点
か
ら
、
む
し
ろ
同
等
の
保
険
料

負
担
を
認
す
べ
き
と
の
主
張
も
あ
る
(
者

-
E
E
&

回
oonropmH
・白・0・・

ω
・
ω一這)。

(
回
)
巧
古
島
町
立
。
仏
国
O

日ロ

rg-
ロ・ロ・

0
・・

ω・品
OH
・

ま
た
、
全
ド
イ
ツ
職
員
労
働
組
合

(
D
A
G
)
お
よ

び
戦
争
お
よ
び
兵
役
犠
牲
者
、
障
害
者
な
ら
び
に

社
会
保
険
定
期
金
受
給
者
の
た
め
の
団
体
(
〈
仏
問
。

も
こ
の
点
を
問
題
祝
し
た
発
言
を
行
っ
て
い
る

(
出
己
日

ω各
自
ご
N

・
p
-

ロ-0・・

ω・
2
)。

(
印
)
ロ
吋
1

ロ
E
n
r
g
n
r日
に
¥
N
∞0
・
ω
・
5
・

z・
5
・

H

∞・
(
叩
)
た
と
え
ば
、
雇
用
保
険
法
上
の
操
短
手
当
あ
る

い
は
冬
期
操
業
中
断
手
当
を
受
給
し
て
い
る
者
に
つ

い
て
は
、
使
用
者
の
み
が
そ
の
保
険
料
を
全
額
負
担

(
社
会
法
典
第
六
編
一
六
八
条
一
項
一

a
号
)
、
宗
教

団
体
の
会
員
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
範
囲
で
宗
教
団

体
が
そ
の
保
険
料
を
全
額
負
担
す
る
(
同
項
目
号
)
。

(
冗
)
こ
れ
ら
の
数
値
に
つ
い
て
は
法
案
に
直
接
的
な

説
明
は
な
い
。

(η
〉
法
案
は
、
多
く
の
女
性
に
と
っ
て
超
低
賃
金
労

間
が
「
職
業
生
活
へ
の
足
が
か
り
」
と
な
る
と
し

て
、
そ
の
社
会
政
策
的
立
義
を
所
得
税
免
税
措
位
の

導
入
理
由
に
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
①

超
低
賃
金
被
用
者
に
対
す
る
所
得
税
免
税
抗
立
は
女

性
の
み
が
享
受
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
⑦
超
低

賃
金
労
働
が
現
実
に
「
職
業
生
活
へ
の
足
が
か
り
」

と
な
る
か
ど
う
か
証
明
が
な
い
こ
と
、
③
公
的
年
金

保
険
制
度
に
お
け
る
超
低
賃
金
技
用
者
に
対
す
る
特

典
も
、
「
職
業
生
活
へ
の
足
が
か
り
」
を
前
提
と
し

た
も
の
で
あ
る
と
は
理
解
で
き
ず
、
根
拠
が
薄
弱
で

- 50-
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あ
る
と
の
批
判
が
あ
る
(
巧

z
z
a回
Dmnrop

回・同
-
0
・wω
・品()「〉。

(泊〉

d--
巧
吉
町
同
日
丘
回
O
R
r
o
p
白・田・

0
・・

ω・

ω叩
ω.

(
日
)
た
と
え
ば
、
第
二
六
回
年
金
審
議
会
全
員
懇
談

会
議
事
録
(
一
九
九
八
年
九
月
一
日
)
。

(
お
)
平
成
二
(
一
九
九

O
)
年
の
労
働
省
の
パ
l
ト

タ
イ
ム
実
態
調
査
に
よ
る
と
、
年
収
が
非
課
税
限
度

額
の
一

O
O万
円
(
当
時
)
を
越
え
そ
う
な
場
合
に

は
、
「
就
業
調
整
を
行
う
」
と
す
る
者
が
三

0
・
四

広
と
な
っ
て
い
る
(
安
西
愈
二
九

O
頁)。

(
お
が
た
・
け
い
こ
/
労
働
法
・
社
会
保
障
法
)

一
マ
本
稿
1
(六
月
上
旬
号
掲
載
)
に
以
下
の
誤
記
が
あ
り
ま
し
一

た
。
お
わ
び
し
訂
正
さ
せ
て
頂
き
ま
す
(
編
集
部
〉
。

-
五
六
頁
表
1
の
右
欄
下
、
「
自
己
負
担
(
師
自
己
一
日
百
の
回
J
J
。一

そ
の
額
は
保
険
料
階
級
に
よ
る
〈
申
立
空
間
百
の
回
〈
〉
」
の
一

記
述
は
、
「
向
上
(
由
自
主
巴
ωの
回
〈
〉
」
に
訂
正
。

-
六
一
頁
図
1
の
(
注
)
記
中
、
上
か
ら
四
行
目
「
②
民
間
一

医
療
保
険
に
加
入
す
る
か
保
険
に
加
入
せ
ず
、
:
:
・
」

を
、
「
②
民
間
医
療
保
険
に
加
入
す
る
か
、
③
保
険
に
加
一

入
せ
ず
、
・
:
・
」
に
訂
正
。
そ
し
て
、
最
後
の
行
、
「
②
一

を
選
択
し
て
い
る
者
は
:
:
:
」
を
、
「
③
を
選
択
し
て
い

る

者

は

:

:

:

」

に

訂

正

。

一

戸。




